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＝

総合点数

公共工事への入札参加を希望する者 入札参加を希望しない者

経営事項審査 競争参加資格審査

『経営事項審査』の対象となる公共工事は？

１

公共工事の多様性を踏まえて、客観点及び発注者点により、総合点数を算出し、
発注標準（規模・工種などにより市場をグルーピングしたもの）に適合する企業を仕分ける（格付）

Ｐ：総合評定値 客観的事項の審査（客観点）

建設業法（抄）　（昭和２４年５月２４日　法律第１００号）
第27条の23　公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省
　令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

建設業法施行令（抄）
第27条の13　法第27条の23第1項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第1に掲げる公共法
　人（地方公共団体を除く。）又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事1件の請負代金の額が
　500万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1500万円）以上のものであって、次に掲げる建設工事以外のものとする。
１　堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれ
　のあるものによって必要を生じた応急の建設工事
２　前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない
　事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

建設業法施行規則（抄）
第18条　令第27条の13の国土交通省令で定める法人は、公益財団法人ＪＫＡ、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネ
　ルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消
　防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社
　、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法（昭和61年法律第45号）第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人環境
　再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、中日本高速道路
　株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株
　式会社等に関する法律（昭和59年法律第85号）第1条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、
　阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に
　関する法律（昭和61年法律第88号）第1条第3項に規定する会社とする。

　Ｘ：経営規模
　　　（完成工事高、自己資本等）
　Ｙ：経営状況
　Ｚ：技術力
　Ｗ：その他（社会性等）

発注者別評価（発注者点）

＋

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはいけないとされている審査制度です。
　公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
　この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化（総合点数）して、格付けが
行われています。このうちの「客観的事項」にあたる審査が『経営事項審査』です。
　この『経営事項審査』は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効
率的ですし、また、この審査自体が建設業行政とも密接に関連していることから、建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとさ
れています。

１．経営事項審査とは

（許可行政庁に申請） （公共工事の発注者に申請）

【１】経営事項審査とは （建設業法第27条の23）

建設業者と経営事項審査の関係

建設業を営む者

建設業の許可を受けた者 許可を受けない者

Ⅰ．経営事項審査制度の概要について

利 用



●有効期間が切れ目なく継続するケース（通常）

前期決算から1年7ヶ月

当期決算から1年7ヶ月

★経審申請（当期） ★通知

●有効期間が切れてしまう（公共工事を請け負うことができない期間が生じる）ケース

前期決算から1年7ヶ月

当期決算から1年7ヶ月

★経審申請（当期） ★通知

『経営事項審査』の受審の時期は？

申請を怠ると、公共工事の発注者と請負契約を締結することができなくなります。！

有
効
期
間
切
れ
無
し

有
効
期
間
切
れ
発
生

手続き期間
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【 ２ 】 審 査基 準日

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日（直前の決算日）が審査基準日となります。
　審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けること
はできません。

【 ３ 】 有 効 期 間

経営事項審査の有効期間は、結果通知書（経営事項審査）を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から１年７ヶ月の間です。
　この「１年７ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
　公共工事の受注（発注者と契約を締結すること）には、契約締結日の１年７ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知
書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられ
るものです。
　従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があり
ます。

■有効期間を切れ目なく継続するためには･･････

　毎年、決算終了後４ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請して下さい。（３月決算の会社であれば７月末を目安に申請）
　また、申請するにあたり、事前に建設業許可に係る決算の『変更届出書』の提出を必ず行って下さい。

２

手続き期間

公共工事を請け負うことができない

前期の有効な経審通知により公共工事を請け負うことができる

前期の有効な経審通知により公共工事を請け負うことができる

当期の有効な経審通知により公共工事を請け負うことができる

当期の有効な経審通知により公共工事を請け負うことができる

建設業法施行規則（抄）
第１８条の２　法第２７条の２３第１項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の１年７月前の日の直後の事
　業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

審査基準日は直前の決算日
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Ⅰ．経営事項審査制度の概要

２．経営事項審査の仕組み

経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をし
て行います。（建設業法第２７条の２３第２項）

１）経営状況　

２）経営規模等

　国土交通大臣又は都道府県知事は、上記２）「経営規模等」に係る評価（経営規模等評価）の申請をした建設業者から請求があった場合には、上記１）「経
営状況」に関する分析（経営状況分析）の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数
値を通知しなければならないとされています。この客観的事項全体に係る数値を『総合評定値（Ｐ）』と言います。

■経営事項審査

「経営状況分析」結果（Ｙ） ＋ 「経営規模等評価」結果（Ｘ・Ｚ・Ｗ） ＝ 「総合評定値」（Ｐ）

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

客観的事項全体に係る数値である「総合評定値（Ｐ）」の算式、及び各審査項目ごとのウエイト等は、以下のようになっています。

（平成３０年４月１日以降）

項目区分 審査項目 最高点 最低点 ウエイト 審査機関

経営規模等

経営規模

Ｘ１ 完成工事高（業種別） ２，３０９ ３９７

技術力 ４５６

０．２５

許可行政庁

Ｘ２
自己資本額
利払前税引前償却前利益の額

２，２８０ ４５４ ０．１５

Ｚ
技術職員数（業種別）
元請完成工事高（業種別）

２，４４１

１，５９５ ０ ０．２０

０．２５

その他の
審査項目

（社会性等）
Ｗ

①労働福祉の状況
②建設業の営業継続の状況
③防災活動への貢献の状況
④法令遵守の状況
⑤建設業の経理の状況
⑥研究開発の状況
⑦建設機械の保有状況
⑧ＩＳＯの取得状況
⑨若年の技術者及び技能労働者の育成及び確
保の状況

１，９６６ ▲１，９９５ ０．１５

③財務健全性
自己資本対固定資産比率
自己資本比率

④絶対的力量
営業キャッシュ・フロー
利益剰余金

経営状況 経営状況 Ｙ

総合評定値（Ｐ）は、次の算式により算出します。（小数点以下第1位四捨五入）

総合評定値（Ｐ）の点数
最高点
２，１４３

最低点
▲１８

３

登録経営状況
分析機関

①負債抵抗力
純支払利息比率
負債回転期間

②収益性・効率性
総資本売上総利益率
売上高経常利益率

総合評定値（Ｐ）＝0.25（Ｘ１）＋0.15（Ｘ２）＋0.20（Ｙ）＋0.25（Ｚ）＋0.15（Ｗ）

｢経営規模等｣って？
「経営状況」（Ｙ）以外の客観的事項を言います。
具体的には、「経営規模」（Ｘ）、「技術力」（Ｚ）及び
「社会性等」（Ｗ）から構成されています。
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